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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
台
湾
積
体
電
路
製
造
（
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
）
へ
の
助
成
金
交
付
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
も
し
く
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
に
対
す
る
助
成
」
及
び
「
口
頭
ベ
ー
ス
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
、T

a
iw

a
n

 S
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m

ico
n
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u
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u
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d
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n

ce
d
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e
m
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n

d
u

cto
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a
n

u
fa

ctu
rin

g

株
式
会
社
に
対
し
、
先
端
半
導
体
生
産
基
盤
整
備
基
金
補
助
金
に

よ
り
造
成
さ
れ
た
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
助
成
金
の
交
付
を
約
束
し
た
事
実
は
な
い
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い

う
。
）
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
行
っ
た
事
業
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
業
者
の
権
利
又
は
競
争
上
の
地
位
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行

政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
と
考



 

２ 

 

え
ら
れ
る
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

 
 

な
お
、
認
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
に
係
る
計
画
の
概
要
を
公
表
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
な
「
国
内
に
優
先
出
荷
す
る
義
務
」
は
必
ず
し
も
認
定
を
受
け
る
事
業
者
に
課
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

法
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
お
い
て
、
需
給
が
ひ
っ
迫
し
た
場
合
に
お
け
る
増
産
を
含
む
国
内
に
お
け
る
安
定
的
な
生
産

に
資
す
る
取
組
が
行
わ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
等
が
認
定
の
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
認
定
に
係
る
計
画
に
従
っ
て
特
定
半
導
体
生
産
施

設
整
備
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
を
い
う
。
）
を
実
施
し
て
い
な
い
、
又
は
法

第
十
一
条
第
三
項
各
号
の
認
定
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第

十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
に
係
る
計
画
の
変
更
を
指
示
し
、
又
は
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
認
定
事
業
者
に
対
し
て
当
該
助
成
金
の
返
還
を

請
求
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
て
基
金
か
ら
の
助
成
金
の
交
付
に
係
る
業
務
を
行
う



 

３ 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
に
お
い
て
、
特
定
半
導
体
基
金
事
業
費
助
成
金
交
付
規

程
（
令
和
四
年
四
月
三
十
日
付
け
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
作
成
）
に
基
づ
き
、

請
求
す
る
返
還
額
に
つ
い
て
は
経
済
産
業
省
か
ら
の
指
示
に
従
い
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ど
の
企
業
に
い
く
ら
助
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
」
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
る
が
、
基
金
の
助
成
金
の
交
付
実
績
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
情
報
を
公
開
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

現
時
点
に
お
い
て
は
、
「
助
成
金
交
付
を
受
け
た
企
業
」
は
存
在
し
な
い
。 


